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2 「国益」追求手段としての ODA？       

日本の ODA（政府開発援助）が「国際協

力」の名分とは裏腹に、再び経済権益を中心

とする国益追求路線に明確に舵を切っている。

NGOは 1980年代以来、自国の利益追求では

なく南北格差是正と国際連帯の ODAを、経済

中心主義ではなく持続可能な社会のための

ODAをと主張し、政府への働きかけを行って

きた。しかし、今年行われた外務省自身によ

る ODA見直しの結果は、「途上国の持続的経
．．．．

済成長
．．．

の後押し」と「日本の成長戦略
．．．．．．．

におけ

る ODAの活用」を開発協力の 3 本柱の一つ

に挙げるというものであった。見直しの過程で、

NGOから経済成長主義の脱却をという意見提

起も行われたが、それが完全に否定されたこ

とになる。 
 

2 経済成長路線をなぜ批判しないのか       

シンポジウムでメコン・ウォッチの満田夏花

氏は、日本の ODAが相変わらず経済成長の

ための大規模インフラ事業を援助し、その結果、

現地住民の生活破壊や環境劣化を引き起こし

ているにもかかわらず、経済成長主義を批判す

るメコン・ウォッチのような存在は国際協力

NGOの中では少数派だと述べた。では大半 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
の国際協力 NGOは、経済成長主義を批判し

ない代わりにどんなビジョンを提出しているの

だろうか？  多くの NGOが提唱する「貧困削

減」は経済成長で可能なのか？  保健、教育、

ジェンダーといった分野に資金を重点的に充

てれば国内・国際の格差が縮小し、平等な世

界が生まれるのか？  そうは思えない。NGO

の政策提言や議論を見ても、なぜ、どのように

「貧困」が作り出され「平和」が破壊されて

いるのか、そこに日本の「国際協力」政策が

どう関係しているのか、政府がたじたじとなる

ような、第三者もなるほどと首肯するような鋭

い指摘があるわけではない。外務省との意見

交換会でも、「国益」追求、経済成長路線の

ODAをNGOがこぞって批判するわけではな

い。むしろそういう意見表明は少数派のようだ。 

経済成長路線の破綻は国内外のどこを見て

も明らかなはずなのに、なぜ NGOはそれを

強力に明確に主張しない／できないのか？  

このままでは国際協力 NGOは将来、「南」の

人びとから不正義の維持に加担したと評価さ

れることになるのではないか。 
 

2 官僚主導に否を                 

もうひとつの大きな問題は、富の分配や目

指すべき経済、社会のあり方に関ってくるODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題を、現在のように外務官僚との政策論議で

扱えるのかという点だ（NGOは主に「NGO・

外務省定期協議」で ODA 政策について意見

提起を行っている）。それは国会で議論するの

が筋だ、というのが 70 年代から ODAをウォッ

チしてきた村井吉敬氏の主張だ（次頁）。NGO

の世界銀行への提言活動を分析したある研究

者は、NGO の政策提言が採り入れられたの

は、世界銀行の組織強化につながる場合だけ

だったと結論した。NGO はこの指摘を警句と

して受け止めるべきだろう。外務官僚にとって

ODAはあくまでも外交のツールである。NGO

の役目は官僚と一体となって政策を考えること

ではなく、あくまでも ODAによって影響を受け

る人びとの立場に立って考え、意見することで

ある。まちがってもこの国の官僚主導の政策決

定を補完する役目を負ってはならない。 
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〈NGO と社会〉の会は、NGO が直面する問題を社会の課題として発信し

討議する場として『国家・社会変革・NGO』の書き手たちが発足させた会

です。2007年の発足以来、シンポジウムやトーク・インの開催、ニューズレ

ターの発行を通じて NGO活動の自己検証や問題提起を続けています。楽観

的な NGO称揚論の時代が去り、急速に変化する世界の中で NGOがその

存在意義を不断に問われ続ける中、「できるだけ本当のことを言おう！」を

モットーに〈NGO〉と〈社会〉への問いかけを行っていきます。 

         国家・社会変革・NGO 
         政治への視線／NGO運動はどこへ向かうべきか

 
藤岡美恵子・越田清和・中野憲志=編 

 

NGOが直視することを避けてきた危機を正面から捉

え、NGO賛美論と無用論の背後にある“取り込み”

と“排除”の両構造を“現場”の目線から注意深く検

証。NGO運動の自己変革と「生きた社会運動」のた

めの備忘録。（A5上製 334頁 定価3360円 新評論刊）

事務局
連絡先
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ODAの「現場」から ODAの現実が見える    

わたしが ODA に「目覚めた」のは、その

「現場」の風景を見てからである。1970 年代

半ば、わたしは留学先のインドネシアのバン

ドゥンで、ODAで派遣された JICAの専門家と

接する機会があった。インドネシアの普通の人

びとに比べると 100 倍もの給与や手当てを得

ていることに疑問を持った。それでもその人た

ちの技術やそれに伴う資機材が、本当に人び

とに役立つのであるなら我慢はできるかもし

れない。専門家の話を聞いているとそれもどう

もあやしい気がしてきた。水田の水嵩を計測す

る専門家など、わざわざ高給で派遣する必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

はないと思った。ODA を必要としているのは

地元の普通の、あるいは困窮した人びとでは

なく、日本の官僚やインドネシアの官僚なのか

もしれないと思うようになった。 

その後、中ジャワのボロブドゥール史跡公園

の現場、クドゥンオンボ・ダムの現場、コトパ

ンジャン・ダムの現場等々、たくさんの現場を

見る機会を得た。地元の人びとが困ったプロ

ジェクトだと言い立て、抗議をしている援助の

現場だった。そういう「問題現場」ばかり取り

あげ、言い立てるのは不当で、ODA は「お

おむね良好」と外務省や御用学者は主張して

きた。86 年フィリピンのマルコス政権が崩壊、

ハワイまでマルコスが運んだ文書には、日本

の借款に関わる疑惑の文書が多数あった。リ

ベート15％などというとんでもない数字までで 

 

 

 

 

 

 
 
てきた。その後、中曽根元首相のフィリピン訪

問時の「お土産」プロジェクトである国立航海

技術訓練所拡充計画に関する外務省極秘電や

内部文書も暴露された。官僚たちは二重、三

重のチェックがあるから汚職などあり得ないと

主張していた。 

残念ながら官僚の言い分は信用できない。

「おおむね良好」という言も信用できない。

おそらく官僚や ODAに関わる民間企業が自ら

の膿を出すことはできないだろう。プロジェク 

トが本当に住民本位のモノになっているかどう

かも官僚はチェックできないだろう。 

ODA政策の策定、実施そしてそのモニタリ 

ング、評価ができるのは完全な 

第三者でしかない。民主主義社 

会では、ODAについても、わた 

したちの代弁者である議員が政 

策を決め、チェックをする以外に 

ないのだが、現状で、それを議 

員がきちっと行えるかどうかは 

残念ながら疑問である。しかし 

ODAや、それが実施される国に 

深い知識と洞察のある議員をわ 

たしたちは育てなければならな 

い。官僚の力も当然必要である 

が、官僚任せはいけない。 

NGOの力も当然必要である。ODAのそれ

ぞれの分野やある特定の国に特化した NGO

はたくさんある。地域研究者もいる。日本の公

共事業をチェックできる市民団体もある。こうし

た関心ある人びとやグループが ODA 議員を

支えていくべきだろうし、それを継続的な制度

にする必要があるだろう。当然のことながら被

援助国の人びとも加わるべきだろう。 

基本法制定を                      

外務省や JICAに「学識者」とやらを集めた

○○審議会や、○○委員会がたくさんあるが、

わたしたちの声を代表している人びととは言

えない人が多数派を占める。市民の目で適切

と思われる専門家集団を立ち上げる必要があ 

 

 

 

 

 

 

る。外務省との定期協議の場を全面否定はし

ないが、人びとの参加のプロセスを目に見え

るものにする必要があるだろう。 

ODA 改革のために何が本当に必要なのだ

ろうか。わたしたちは長い間、とくに、マルコ

ス疑惑が発覚してのち「国際協力基本法」の

制定を強く訴えてきた。それ以前にも日本社会

党の故田英夫氏が制定に動いたこともあった。

残念ながら基本法はまだ実現していない。外

務省だけでなく、当時の与党自民党も反対し

てきた。基本法には ODAの理念、実施組織、

政策立案規定、予算原則、そして場合によって

は罰則規定も盛り込む必要があるだろう。現在

ODA の法的基礎は外務省設置法しかない。

ODA大綱もあるが、これは閣議了解事項でし

かなく法律ではない。民主党は基本法制定を

真剣に考慮すべきである。アフガニスタン援助

に対して、鳩山政権は 5 年間 50 億ドルの支援

を決めたが、これはアメリカに圧され、外務省

が決めた援助ではないのか。残念ながら日本

の ODAはアメリカの意向のなかで漂流して

きた部分が多い。問題は普天間だけなので

はない。 

先に述べたように基本法を活かしていくため

には広範な市民による ODA政策策定・実施・

予算執行・モニタリング・評価への介入が必

要である。国会議員の中に専門家集団を立ち

上げ、常設の委員会を立ち上げるべきである。

NGO は被援助国 NGO や住民と共同して日

本の ODAを改善するために積極的に介入し、

時に批判をし、あるいは告発をしていかなけ

ればならない。くれぐれもおカネで取り込まれ

てはならない。 

 

 

 

官僚主導から市民主導へ 
だれに対してなにを提言するのか 

ÌÌÌ村井吉敬 （早稲田大学教員・APLA共同代表） 

ボロブドゥール史跡公園用地から追い立てられ、Tシャツを売る人（1983年8月） 

N G O と 社 会 
コトパンジャン・ダムの被害で 

日本政府などを訴えにきた住民たち（2002年9月） 
本 当 の こ と を 言 お う ！
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ODAの持つさまざまな「顔」             

ODAは本来、「政府または政府の実施機関

によって開発途上国または国際機関に供与さ

れるもので、開発途上国の経済・社会の発展

や福祉の向上に役立つために行う資金・技術

提供による協力のこと」（外務省）と定義され

ている。 
一方、「ODA は国際社会におけるわが国

の発言力を高める最も有効かつ重要な外交

ツール」というのが、ODAに関する各種広報

で繰り返し発信されるメッセージだ。 
最近はODAを日本企業の海外進出のため

のインフラ整備等に「戦略的」に使っていこう

という動きも強くなってきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
『政府開発援助（ODA）白書 2008 年版』

によれば、2007年の日本の ODA実績は、支

出純額（ネットベース）で二国間援助、国際機

関に対する出資拠出を含めて約 9046億円。90
年代は世界第１ 位であったが、現在は第 5 位

の金額である。しかし、10年にもおよぶ「援助

第１ 位」の ODAは、現地でどのような効果・

影響をもたらし、日本の外交戦略上、どのよう

に役に立ったのか。これらは残念ながら検証が

なされていないのが実情である。 

開発ラッシュのメコン河流域               

 ここで東南アジアのメコン河流域国の ODA
の状況をみてみよう。 

日本の ODAの供与額が最も大きいのはベ

トナムであり、支出純額で総額 6 億 4 千万ドル

（2007 年）となっており、円借款が大きな比

重をしめている。また日本が最大の援助供与

国となっている国は、2006年支出純額ベース

で、ベトナム（シェア 43.1％ ）、カンボジア

（30.6％）、ビルマ（ミャンマー）（33.5％）、

ラオス（34.1％）である。ちなみに 2006年時

点で、中国にとっても日本は最大の援助供与国

（5 億 6 千万ドル、シェア 48.1%）である。こ 
 

 
 
 
 
 
 

の巨額の ODAにより、メコン河流域国では急

ピッチで大規模インフラが建設されてきている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ベトナムでは、円借款により、ファーライ火力、

フ―ミー火力、ハイフォン港、ダナン港、カイ

メップ・チーバイ港、ホーチミン東西ハイウェ

イなど、カンボジアでは無償資金協力により、

国道 1 号線、国道 6・7 号線、きずな橋、有償

資金協力によりシハヌークビル港が、ラオスに

おいては、ナムグム水力発電所、ナムルック水

力発電所が建設されている。 

輸出される成長モデルとその歪み          

 このような巨額の資金の流入はメコン河流

域国に何をもたらしているのだろうか。たとえ

ばベトナムでは、めざましい経済成長が続い

ており、これを既定路線として、全国規模で道

路、港湾、上下水道、電力などのインフラ建設

ラッシュが生じている。この傍らで、都市にお

ける深刻な公害の発生、農村・山岳地域にお

ける社会の変貌が生じている。 
 ベトナムは電力の多くを水力でまかなってい

るが、ダム開発が深刻な社会問題になることも

多い。1992～2006 年に建設された、22 カ所

の重点ダム建設案件により、住民 19万 3 千人

以上が移転し、そのほとんどが山岳少数民族

であった。これらの立ち退きでは、適切な土地

が不足していたために、過酷な居住環境の土

地に移転させられてしまったケース、与えられ

た農地が不毛な土地であったケースなどの問

題が報告されている。 
 さらに旺盛な電力需要を賄うために、カンボ

ジアなどの隣国において水力発電所建設計画

を推し進めている。たとえば、ベトナム資金に

より建設が予定されている、セサン川の下流の

セサン 1 及びセサン 2 ダムでは、5 千人の人

びとが移転を余儀なくされ、水質悪化による健 
 

 
 
 
 
 
 
康問題と漁業資源の急激な減少が引き起こさ

れると懸念されている。 
 日本は 2006 年までにベトナムの電力セク

ターに 34件、約 4 千億円の二国間円借款を拠

出しており、ベトナムの電力セクターの拡大に

伴うこれらの事業の資金源になっているという

見方もできる。 
ODA見直しに向けた提言               

 ODA は誰のために供与されるのだろうか。

相手国政府なのか、住民の支援なのか、それ

とも外交か、日本の企業・業界の利益のため

なのか。 
ODA のそもそもの目的に照らしたとき、相

手国の住民のために役立つものであるべきで

あるということに異論はあるまい。当該国の社

会が、住民がきちんと発言でき、当該国の政

府がしっかりと住民のその声を吸い上げる能

力と実績を有していれば、相手国政府の支援

であってもさほど問題はない。しかし残念なが

らそうでない場合も多々ある。供与する側の責

任は大きい。 
 
 
 
 
 
 
 

  
私たちは、今年 5 月、41の NGO、63の個

人の方々とともに、過去の ODA等 15案件から

の教訓をもとにODAの見直しに向けた提言を

まとめた。①大規模インフラから人間の安全保

障分野への予算配分のシフト、中進国以上のイ

ンフラ支援の見直し、②軍事費が極端に多い国

などの ODA供与対象除外リストの設定、③審

査・事前評価及び事後評価強化のための独立

評価局の設置、④無償資金協力の趣旨の徹底

―などを求めるものである。 
 一方で、外務省は省内で ODA の見直しを

進めているが、中間とりまとめを見る限り、過

去の ODAについて「東アジア地域は『開発』

を通じて安定と成長を実現」など、極めて楽天

的な評価しか行っていない。 
ODAの弊害は、個別案件の環境社会影響に

とどまらず、当該国の政治・社会構造のゆが

みを助長することにもつながる。私たちは、過

去の ODA 事業の問題点からもっとしっかりと

学び、ODA見直しにつなげていくべきと考える。

複製される成長神話と ODA 
ÌÌÌ満田夏花 （国際環境NGO  FoE Japan／メコン・ウォッチ） 

ラオス、ナムトゥン2水力発電事業。移転住民に与えられた補

償農地。実施企業は換金作物栽培を推奨しているが、マーケッ

トがなく、非持続的な焼畑による米作が行われている。 

 
フィリピン、ボホール灌漑事業では、灌漑予定地に水が届かず、

農民が借金を負う事態に発展した。写真は水がこない水路。 

マレーシア、パハン・スランゴール導水事業によって移転を迫られた

先住民族の村。本事業は、パハン州にあるケラウ川からセランゴール

州及び首都のクアラルンプールに、1日に18.9億リットルもの水を

導水トンネル45km・パイプライン8kmにより導水する大事業で、

中進国向けに820億4千万円という最大規模の借款が、優遇金利に

よって供与された。 
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「格差」への関心の向け方                      

私が担当する国際関係の授業では、受講生の半分以上

が「南北問題」を知らない、と答えた。しかし私のゼミに

は、「世界の「格差」問題を勉強したい」という学生がここ数年急増している。

関心領域にも一定の特徴があり、地域は東南アジアやアフリカ、取組みは CSR
（企業の社会的責任）、社会的企業、フェアトレードに集中する。近年、学生

に「内向き」、「安定志向」が指摘されるが、「問題」に敏感に反応できる感

性や行動力をもつ彼らの存在は頼もしい。しかし一方で、パターン化された

関心の示し方に戸惑いも感じる。それは彼らが無自覚にも影響を受けている、

日本社会の「格差」に対する認識がここに現れているからである。 
日本社会における「格差」に関する議論では、経済学者による「格差社会」

なる分析があり、小泉元首相の発言に象徴される「格差」は必要、つまり資

本主義における自由競争の優勝劣敗を肯定する声も依然として大きい。「格

差」が流行ったのと同じ頃、「勝ち組」、「負け組」という言葉も流行ったよう

に、テレビなどで「格差」が話題となっても、「勝」ち「負」けの実態が興味

本位に取り上げられるか、「勝」つ為のハウツーにもっぱら関心が寄せられる。

つまり「格差」をはかる“ものさし”そのものの適否、この“ものさし”を押

し付けているのは誰か、の問いは殆ど聞えない。そして「負け組」になりた

くないともがくこと自体が“ものさし”を受容れてしまうこと、これを押し付け

る側に連なってしまうことにも気づかない。 
世界の「格差」問題とは、第二次世界大戦後の世界では「南北問題」と

いう表現を得て取り組まれてきた。冷戦期、西側の対東側への戦略として発

せられたこの表現を、「南」側が自らに引き寄せ、再発信した。「南北問題」

は、「東西問題」を意識した時代ゆえに、自分はどちら側なのかが問われざ

るをえない表現でもあった。現在、日本の人びとが世界の「格差」問題に関

心を向ける時、自分はどこにいて、その問題とどう関係しているのか、はど

れだけ切実に問われているのだろうか。〈NGO と社会〉の会が批判する

NGO の問題、なかでも「「開発」援助の仕事が、南北問題の解決という政

治的課題とは無関係」（本誌創刊号）だと捉える傾向は、日本社会の「格差」

に対する関心の向け方にも通じているように思う。 

歴史的視点を持った「北」の市民としての自覚                      

村井報告では、「国際協力」の美名のもとに ODAの戦略化・軍事化が進

み、これを阻むために、日本の市民による ODAの受け手の市民（＝地元の

人びと）を巻き込んだ調査、批判、提言の必要性が説かれた。その場合、「市

民」という表現に安住せず、なれあわない関係を「北」の市民がどれだけ

自覚的に持てるのか、が鍵であると感じた。その自覚を生み出すにはどうし

たら良いのか。 
メコン河流域開発への取り組みから、ODA見直しを提言した満田報告に考

えた。ベトナムでは 1992年から 15年間、22 カ所の重点ダム建設で 19万 3
千人以上の住民が移転させられ、その殆どが山岳少数民族であったという。

ダム開発の事例は、戦前、水俣の日本窒素肥料㈱が、朝鮮の鴨緑江支流に

巨大電力資源を開発し、その電力を消費する世界規模の化学工場を建設した

ことを思い起こさせた。ダム工事では、数万人の朝鮮人住民が移転させられ、

川を従来の流れとは逆の方向に流し込み、「一つの川をダムの下流からまるま

る消し」た末、土木技術史、化学工業史としては TVA（テネシー川流域開発

公社）に並ぶ業績を上げた。しかしダム下流には様々な問題が生み出され、

工事では夥しい数の朝鮮人、中国人の人夫が死傷、水俣から働きに来た日本

人は下層労働者であったが、植民地で「万国の労働者などというものはな

かった」（岡本達明他編『聞書水俣民衆史第 5 巻 植民地は天国だった』1997 年、草風館）。

日本に引き揚げてきた水俣の人びとは、戦後日本の輝かしい経済発展の裏側

で、戦前の水俣や朝鮮で恩恵を受けたこの企業に水俣病を強いられる。水俣

の人びとの経験は、ダム工事による「開発」それ自体がもつ諸問題を指し示

すと同時に、戦後日本の企業や「民衆」が「北」の一員である現在、植民地

支配をした経験、そこに育まれた意識・行動をどれだけ克服しえたのか、と

いう問題をも突きつける。満田報告では、開発に豊かさを求めた地域住民の

「国に飼われているようなもの。補助が止まれば生きていけない」という声

が紹介された。こうした声を切実に聴き取れるようになるまで「開発」とは、

「援助」とは、とご自身で問い直し続けた過程もうかがえた。 
現代世界では、反人種主義世界会議（ダーバン会議、2001）に象徴され

るように、植民地主義を歴史の遺物ではなく、現代世界の問題として取り組も

うとの動きがある。日本が敗戦によって他律的に植民地を放棄したことが、日

本の植民地支配における「近代化」の問題に向き合うことを妨げ、それが戦

後日本の「南」に対する「開発」政策を特徴づけたことは既に指摘されてき

た。欧米 NGOにハウツーを求める前に、現代世界の「格差」問題を世界の

「植民地」の問題、さらには日本の「植民地責任」（永原陽子）の問題とし

て捉えるための歴史に向き合う作業に、学生とともに、また自身の研究から取

り組んでゆきたい。 

「南北問題」に立ち返る   ÌÌÌ今泉裕美子 （法政大学国際文化学部教員）

 

�シンポジウムに参加して………永野宏和 仲尾望 池田彩 （法政大学国際文化学部国際文化学科3 年）

 

ODAは何のためにあるのか、今の日本の ODAを改めて見直すことの重要性を

今回のシンポジウムで考えさせられた。今までの ODAに対する印象が途上国の

ためになる良い人道的支援だと思っていた分、このシンポジウムから受けた印象

は大きかった。 

現地の人びとが本当に欲しているものではなく、我々日本人の利益の為の ODA

であるような印象を受け、日本も相手国も国益だけを考える外交を優先している現状を変えていかなくてはいけない

と深く感じた。 

ベトナムのダム建設案件の場合でも、現地の声を無視した支援が本当に求められているとは思えない。建設のため

に現地の少数民族を強制的に移転させる事による発展が、本当に住民の生活を支援しているのかと強く疑問に思う。

一方的な開発が結果的に住民を苦しませていては、先進国からの侵略と考えてもおかしくないのではないだろう

か。現地の人びとの声を無視して支援は成り立たない。現地の人びとの生活を考え、今後の継続的発展も視野に入れ

た支援が大切なのではないだろうか。現在のように日本の政府と支援される国の政府による圧力で現地への支援が左

右されるのではなく、支援を求める国民からの声にもとづく、生活水準の発展を支援する活動が今後求められている。

外圧によって左右されるのではなく、内側から変化していく事が求められている。 
そのため、これら ODAの問題を解決するために、NGO同士の連帯と外務省や JICA（国際協力機構）の職員ひ

とりひとりに対する働きかけが大切だというメコン・ウォッチの満田さんの言葉が印象深く残っている。突然変える

ことは難しく、容易ではない。しかし、こうした地道な努力が少しずつでも ODAの現状を変えていく。自分自身今

まで無知だったことが、ODAの野放しに加担しているという事実。特にこれから社会に出る自分たち学生が、この

問題と真剣に向き合わなければならない。無知であることに何も抵抗を感じず、他人事で済ませるのではなく、ODA

の現状を知ることが大事であり、さらに自分にできることを考え、行動に移す事が大切であると感じた。 

今後の自分たちの課題として、この問題に目を向けてアンテナを張り、自分で吸収するだけでなく、周りの友人へ

と発信していくが必要である。そのためにも ODAという存在をもっと学生にとって身近なものにしていくことで関

心をもってもらいたい。小さなことだが、それが現地の人に笑顔になってもらうために自分たちにできることの一

つだと感じた。 
N G O と 社 会 本 当 の 声 に 耳 を 澄 ま そ う ！

編 集 後 記�  NGO の緊急人道支援組織ジャパ

ン・プラットフォームが行うアフガニスタン・パキスタン

人道支援事業に、政府が最大 15億円（第一フェーズ）

の援助を決めた。会見で岡田外相は「我が国の草の根

の平和構築支援として大きな一歩を踏み出すもの」と位

置付けた。平和を築く、それに反対する者はいない。避

難民支援、地雷教育など個々の団体の活動それ自体も

必要なことだろうÌでも、ODA議論において、なぜ「貧

困」が作られたのかという問いが前面に出ないように、

そもそもなぜ平和が壊れたのか、平和を構築するとはど

ういうことか、それに関する考えや議論が見えてこない

Ìアフガニスタンの平和は勝手に、自然に壊れたので

はない。ちゃんと理由があり、そこには戦争を始めたア

メリカだけではなく日本を含む諸外国も関与している。

そういう当たり前のことが当たり前のこととして語られな

いÌそんな状況に違和感・危機感を抱く NGO関係者や

研究者ととともに、「平和構築」の実情を知り、その考え

方の問題点・不十分点を考えるイベントを今年秋から冬

にかけて計画中であるÌ政権交代後、国益追求の手段と

しての ODAおよび軍民一体の「国際平和協力」推進路

線も一層明らかになってきた。となればこのあたりで再

び「国際協力」というものとそこにおける NGOの位置

を、NGO 活動そのものとは少し距離を置いて検証する

必要がありそうだ。いまそれを新たな本の形で世に問う

準備を進めているところである。［編集責任 = 藤岡］ 

 

 


